
 
令和元年１１月１５日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

ボルトの錆や左後輪に注意！ 車輪脱落事故３年連続増加「厳しい状況」 

～ 平成３０年度大型車の車輪脱落事故発生状況を受けて ～ 

 

１．事故発生状況 

平成３０年度の大型車（車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス）の
車輪脱落事故発生状況は、別紙１のとおりです。 

【主な傾向】 

・冬期に多く発生する傾向に変わりはないが、冬期以外の発生が対前年度１７ポイント増 

・積雪地域に多く発生する傾向に変わりはないが、対前年度１．６ポイント増 

・車輪脱着作業後１ヶ月以内に脱落が集中する傾向にあり、対前年度６．５ポイント増 

・新たな兆候としてホイール・ボルトやホイール自体の錆の除去が不十分のままタイヤ交
換されている可能性が考えられ、車齢４～６年経過した車両の 
脱輪事故が多発 

・タイヤ交換作業が集中する１１月の交換は対前年度１５ポイント 
減、反面、１２月の交換が対前年度１７ポイント増 

・左後輪脱落が全体の９割を占め、対前年度８ポイント増 
 

２．車輪脱落事故防止に係る今後の対策 

平成３０年度は、新たに緊急対策を実施するなどの取り組みを積極的に行ったところです

が、依然として不適切なタイヤ交換作業、交換後の保守管理の不備が主な要因となっている

ことから、「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」において、昨年度に取り組んで

きた緊急対策に、平成３０年度の事故発生の傾向対策を追加した「令和元年度 緊急対策」

（別紙２）を今年１１月１日に取りまとめたところであり、大型車ユーザーなどの関係者に

対し、その徹底を図ってまいります。また、実態に即した広報啓発方法や点検整備方法など

を検討するワーキングループを今後設置し、更に効果的な事故防止対策を追加的に策定し取

り組むこととしております。 

＜添付資料＞ 

別紙１ 平成 30年度大型車の車輪脱落事故発生状況 

別紙２ 大型車の車輪脱落事故防止のための「令和元年度 緊急対策」 

参 考 大型車の車輪脱落事故防止のための啓発用チラシ（（一社）日本自動車工業会作成） 
 

平成３０年度のホイール･ボルト折損等による大型車の車輪脱落事故発生件数は８１件

（うち人身事故３件）と３年連続で増加し、ピークとなった平成１６年度の８７件に迫る厳

しい状況となりました。 

事故が発生した車両の傾向として、左後輪に脱輪が集中していることに加え、今般、新た

にホイール・ボルトやホイールの錆の除去が不十分のままタイヤ交換されているおそれがあ

ることが確認されたため、関係団体と一致協力して、ボルトの錆の除去など適正な交換作業

の実施、交換後、特に脱輪の多い左後輪の重点点検を大型車ユーザーに求めて参ります。 

<問い合わせ先> 

自動車局 整備課 児島、川崎 

代表:03-5253-8111 (内線:42413、42412)、直通：03-5253-8599、FAX:03-5253-1639 

ハブ・ホイールディスク取付面の状態 

（初度登録Ｈ２５．３） 

第一章　整備事業関係

-1-



車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）【別紙１】
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出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

※車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損
又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動車から脱落した事故

（件）

（年度）

平成30年度は81件と対前年度14件
増、うち人身事故は3件（軽傷5名）。
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81件のうち、平成30年11月～31年2
月に54件（66.6%）発生と冬期に集中

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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を実施した車両による事故件数

（タイヤ交換実施月別）
件数

11～12月にタイヤ交換を実施し
た車両が30件（65.2%）

n=46
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脱落車輪の位置

平成３０年度
８１件
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7件

0件

74件

左後輪に集中する傾向は、
前年度と変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

左輪タイヤの脱落割合が高いことの推定原因

 左輪タイヤが多く脱落する原因については、引き続き調査中である
が、以下の可能性が考えられる。

・ 右折時は、比較的高い速度を保ったまま旋回するため、遠心力に
より積み荷の荷重が左輪に大きく働く。

・ 左折時は、低い速度であるが、左後輪がほとんど回転しない状態
で旋回するため、回転方向に対して垂直にタイヤがよじれるよ
うに力が働く。

・ 道路は中心部が高く作られている場合が多いことから、車両が左
（路肩側）に傾き、左輪により大きな荷重がかかる。

前輪タイヤの脱落が少ない推定原因

 前輪は、ホイール・ボルトゆるみ等の異常が発生した場合には、ハ
ンドルの振動等により運転手が気付きやすい。

第一章　整備事業関係

-4-



車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）
出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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・ タイヤの摩耗が偏ることを防止するため、前後・

左右のタイヤを入れ替える

タイヤ交換が半数以上を占める
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• 不適切なタイヤ交換作業、
交換後の保守管理の不備
が主な要因となっている傾
向に変化なし

• 約８割の事業者で事故防止
のポイントが十分認識され
ていないことが確認。
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車輪脱落事故発生状況（平成３０年度）
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n=245

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

車歴４～６年の車両にタイヤ脱輪の割合が高い推定原因

 車歴４～６年の車両にタイヤの脱落割合が高い原因については、現在調査中であるが、以下
の可能性が考えられる。

• タイヤの交換時は、ボルト、ナット、ホイールの錆、ゴミ、泥などの異物を除去して組み付
けなければ、必要な締付け力が得られず、ナットの緩みによる脱落が生じやすくなる。

• 平成３０年度の発生状況の中で、車齢４～６年経過した車両は３６件で、交換時にボルト、
ホイールに錆が発生していたと事業者から申告があったもの、メーカーの調査時にハブ
の摩耗が確認できたのは３６件中１５件（４１．７％）となっている。

• これらのことから、積雪地域で使用される車両は、ボルト、ホイール、ハブの錆の進行が
速く、また、その確認が不十分のままタイヤ交換が行われている可能性が考えられる。
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大型車の車輪脱落事故防止のための「令和元年度 緊急対策」 

 

令和元年１１月 

大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会 

 

大型車の車輪脱落事故発生件数が３年連続増加となる厳しい状況を受け、連絡会構成団体

は、これまでの緊急対策の取組内容に平成３０年度事故発生の傾向対策を追加した、以下の

内容を速やかに実施することとする。  

 

各団体における実施事項 

団体名 実施事項 

（公社）全日本トラック協会 

（公社）日本バス協会 

（一社）全国自家用自動車協会 

傘下会員の運送事業者・大型車ユーザーに対して、以下の事項

を徹底。 

・日程に余裕を持った計画的な冬タイヤの交換の実施。 

・車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）の実施につ

いて周知。特に脱落の多い左後輪のタイヤについては重点的

に点検を実施するよう啓発。 

・タイヤの交換作業は、正しい知識を有した者に実施させるよ

う周知。 

・著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスクホイール

では、適正な締付力が得られないため、点検・清掃を行って

も錆が著しいディスクホイール、スムーズに回らないボル

ト、ナットは使用せず、交換するよう周知。特に、初度登録

年から４～６年経過する車両は、重点的に確認するよう啓

発。 

・増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法やその

際の締付トルクの確認は、必ず帰庫後時にトルクレンチを使

用して確認するよう周知。 

（一社）日本自動車整備振興会連合会 

全国タイヤ商工協同組合連合会 

（一社）日本自動車タイヤ協会 

日本自動車車体整備協同組合連合会 

（一社）日本自動車販売協会連合会 

全国石油商業組合連合会 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締付ける際は、

締過ぎに注意し、最後にトルクレンチ等を使用して必ず規定

トルクで締付け。 

・ホイール・ナットの規定トルクでの締付け及びホイールに適

合したボルト及びナットの使用の実施。特に脱落の多い左後

輪のタイヤについては重点的に実施。 

・入庫する大型車のユーザーに対して、車輪脱落事故防止のた

めの４つのポイントについて周知。特に、増し締めの必要性

や脱落の多い左後輪のタイヤについては徹底的に実施する

よう啓発。 

・特にタイヤメーカーにおいては、自社製品の流通経路を活用

【別紙２】 
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し、タイヤ販売事業者に対してホイール・ナットの規定トル

クでの締付け及びホイールに適合したボルト及びナットの

使用について周知。特に、増し締めの必要性や脱落の多い左

後軸のタイヤについては重点的に点検を実施するよう啓発。 

・タイヤの交換作業の際、著しく錆びたホイール・ボルト、ナ

ット、ディスクホイールでは、適正な締付力が得られないた

め、点検・清掃を行っても、錆が著しいディスクホイール、

スムーズに回らないボルト、ナットは交換が必要であること

を啓発。 

（一社）日本自動車工業会 

（一社）日本自動車車体工業会 

日本自動車輸入組合 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・大型車ユーザーに対して、車輪脱落事故防止のための４つの

ポイント（※）の実施について周知。特に脱落の多い左後輪

のタイヤについては重点的に点検を実施するよう啓発。 

・タイヤの交換作業の際、著しく錆びたホイール・ボルト、ナ

ット、ディスクホイールでは、適正な締付力が得られないた

め、点検・清掃を行っても、錆が著しいディスクホイール、

スムーズに回らないボルト、ナットは交換が必要であること

を啓発。 

（一社）日本自動車機械工具協会 

（一社）日本自動車機械器具工業会 

（一社）自動車用品小売業協会 

傘下会員の事業者に対して、以下の事項を徹底。 

・タイヤ脱着作業に使用する器具等を販売する際、その正しい

使用方法やトルクレンチは定期的な校正が必要であること

を購入者に説明。 

注：下線部が今回追加する対策の内容 

※印は、以下の４項目 

１．ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締付け 

２．タイヤ交換後、５０～１００ｋｍ走行後の増締めの実施 

３．日常（運行前）点検における確認 

４．ホイールに適合したボルト及びナットの使用 

 

以上 
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四運技整第 315号 の 2

令 和 2年 2月 28日

四国自動車整備振興会連合会会長 殿

四国運輸局自動

「指定整備記録簿の取扱い及び記載上の留意事項について」の

一部改正について

標記について、「「指定整備記録簿の記載要領について」の一部改正につい

て」 (令和 2年 2月 6日 付け国自整第280号)に基づく改正を別添のとおり

行いましたので了知いただくとともに、貴傘下会員に封し周知方お願いします。
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指
定
整
備
記
録
簿
の
取
扱
い
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
 

（
平
成
７
年
４
月
３
日
付
け
四
運
整
整
第
８
２
号
）
新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

四
運
整
整
第
８
２
号
 

平
成
７
年
４
月
３
日
  

（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
３
１
５
号
 

令
和
２
年
２
月
２
８
日
 

  
各
陸
運
支
局
長
 
殿
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
四
国
運
輸
局
整
備
部
長
 

 

指
定
整
備
記
録
簿
の
取
扱
い
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
 

  
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
に
よ
り
、
指
定
整
備
記
録
簿
の
様
式
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
本
省
か
ら
「
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
７
年
３
月
２
７
付
け

自
整
第
６
７
号
）
通
達
が
示
さ
れ
た
が
、
同
通
達
に
定
め
る
他
、
記
録
簿
の
取
扱
い
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
を
下
記

に
示
す
の
で
了
知
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
係
事
業
者
に
対
し
て
周
知
徹
底
さ
れ
た
い
。
 

  
な
お
、
「
指
定
整
備
記
録
簿
の
取
扱
い
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
昭
和
５
８
年
６
月
２
７
日
付
け
高

陸
整
第
１
８
８
号
）
は
平
成
７
年
７
月
１
日
以
降
は
廃
止
す
る
。

 

 

記
 

１
 
指
定
整
備
記
録
簿
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
略
）
 

 ２
 
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
 

四
運
整
整
第
８
２
号
 

平
成
７
年
４
月
３
日
  

（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
５
０
３
号
 

平
成
２
０
年
３
月
１
８
日
 

  
各
陸
運
支
局
長
 
殿
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
四
国
運
輸
局
整
備
部
長
 

 

指
定
整
備
記
録
簿
の
取
扱
い
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
 

  
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
（
平
成
７
年
運
輸
省
令
第
８
号
）
に
よ
り
、
指
定
整
備
記
録
簿
の
様
式
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
本
省
か
ら
「
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
」
（
平
成
７
年
３
月
２
７
付
け

自
整
第
６
７
号
）
通
達
が
示
さ
れ
た
が
、
同
通
達
に
定
め
る
他
、
記
録
簿
の
取
扱
い
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
を
下
記

に
示
す
の
で
了
知
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
係
事
業
者
に
対
し
て
周
知
徹
底
さ
れ
た
い
。
 

  
な
お
、
「
指
定
整
備
記
録
簿
の
取
扱
い
及
び
記
載
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
昭
和
５
８
年
６
月
２
７
日
付
け
高

陸
整
第
１
８
８
号
）
は
平
成
７
年
７
月
１
日
以
降
は
廃
止
す
る
。

 

 

記
 

１
 
指
定
整
備
記
録
簿
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
略
）
 

 ２
 
指
定
整
備
記
録
簿
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
 

 
(1
)（

略
）
 

 
(2
) 

検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
欄
の
記
載
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(1
)（

略
）
 

 
(2
) 

検
査
機
器
等
に
よ
る
検
査
欄
の
記
載
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

別
添
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新
 

旧
 

 
 
①
 
制
動
力
欄
の
記
載
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
イ
～
ホ
（
略
）
 

 
Ａ
～
Ｃ
（
略
）
 

 
Ｄ
 
車
軸
自
動
昇
降
装
置
付
き
自
動
車
の
制
動
力
の
記
載
例
 

 
 
・
 
［
 
］
内
は
車
軸
上
昇
時
の
制
動
力
及
び
軸
重
を
記
載
し
、
２
軸
、
３
軸
及
び
４
軸
等
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す

る
欄
の
み
に
数
値
を
記
入
す
る
。
 

 
＜
後
２
軸
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
の
記
入
例
＞
 

 

 
（
注
）
 
制
動
力
（
kg
・
N）

の
ど
ち
ら
か
の
単
位
に
○
を
す
る
、
又
は
、
該
当
す
る
単
位
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ

り
、
個
々
の
単
位
に
○
を
す
る
こ
と
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
②
～
⑤
（
略
）
 

 
(3
)～

(6
)（

略
）
 

 
(7
) 

（
削
除
）
 

  
(7
) 

電
子
制
御
装
置
整
備
の
一
部
を
他
の
自
動
車
特
定
整
備
事
業
者
に
外
注
し
た
場
合
は
、
備
考
欄
等
に
外
注
の

状
況
を
記
載
す
る
。
 

 
①
 
制
動
力
欄
の
記
載
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 
イ
～
ホ
（
略
）
 

 
Ａ
～
Ｃ
（
略
）
 

 
Ｄ
 
車
軸
自
動
昇
降
装
置
付
き
自
動
車
の
制
動
力
の
記
載
例
 

 
 
・
 
［
 
］
内
は
車
軸
上
昇
時
の
制
動
力
及
び
軸
重
を
記
載
し
、
２
軸
、
３
軸
及
び
４
軸
等
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す

る
欄
の
み
に
数
値
を
記
入
す
る
。
 

 
＜
後
２
軸
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
の
記
入
例
＞
 

 

 
（
注
）
 
制
動
力
（
kg
・
N）

の
ど
ち
ら
か
の
単
位
に
○
を
す
る
、
又
は
、
該
当
す
る
単
位
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ

り
、
個
々
の
単
位
に
○
を
す
る
こ
と
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
②
～
⑤
（
略
）
 

 
(3
)～

(6
)（

略
）
 

 
(7
) 

依
頼
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
欄
に
は
、
自
動
車
検
査
証
上
の
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を

記
載
す
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
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新
 

旧
 

 
 
 
（
記
入
例
）
 

（
備
考
）
 

外
注
先
整
備
工
場
名
（
所
在
地
）：

○
○
自
動
車
整
備
工
場
（
○
○
県
○
○
市
○
○
町
○
-○

-○
）
 

外
注
し
た
整
備
内
容
：
フ
ロ
ン
ト
バ
ン
パ
ー
交
換
及
び
エ
ー
ミ
ン
グ
作
業
 

外
注
作
業
完
了
日
：
令
和
○
年
○
月
○
日
 

外
注
部
分
で
き
ば
え
確
認
：
済
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四運技整第 85号の2

令和 2年 5月 25日

四国自動車整備振興会連合会会長 殿

四国運輸局

「自動車検査員教習実施要領について」の一部改正について

「自動車検査員教習実施要領について」 (平成 16年 3月 16日 付け四運技整第 3

83号).の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので了知されるとともに、貴傘下

会員に紺し周知方お願いします。
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「
自
動
車
検
査
員
教
習
実
施
要
領
に
つ
い
て
」（

平
成
１
６
年
３
月
１
６
日
付
け
四
運
技
整
第
３
８
３
号
）
新
旧
対
照
表
 

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

新
 

旧
 

四
運
技
整
第
３
８
３
号

 
平
成
１
６
年
３
月
１
６
日

 
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
８
５
号

 
令
和
２
年
５
月
２
５
日

 
  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
四
国
運
輸
局
長
 
 
 
 
 

 
 

自
動
車
検
査
員
教
習
実
施
要
領
に
つ
い
て

 
  
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
に
つ
い
て
」（

昭
和
６
１
年
１
１
月
２
８
日
付
け
四
運
整
整
第
２
９

１
号
）
第
１
０
条
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
員
教
習
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
６
年
度
以
降
、
別
添
「
自
動
車
検
査
員

教
習
実
施
要
領
」
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
了
知
願
い
ま
す
。

 
 
な
お
、「

自
動
車
検
査
員
教
習
の
実
施
細
目
に
つ
い
て
」（

平
成
６
年
１
２
月
１
６
日
付
け
四
運
整
整
第
２
６
４

号
）
は
、
平
成
１
６
年
３
月
３
１
日
限
り
廃
止
し
ま
す
。

 
 
ま
た
、
四
国
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
会
長
に
対
し
、
別
添
の
と
お
り
通
知
し
た
の
で
申
し
添
え
ま
す
。

 
  別
添

 
自
動
車
検
査
員
教
習
実
施
要
領

 
 １
．
実
施
回
数
及
び
受
講
人
数
 ～

 ２
．
実
施
計
画
の
公
示
 
略
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３
．
教
習
受
講
者
の
資
格
要
件
等
 
 

 
 
教
習
の
受
講
申
込
者
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
運
技
整
第
３
８
３
号

 
平
成
１
６
年
３
月
１
６
日

 
（
最
終
改
正
）
四
運
技
整
第
１
３
０
号

 
令
和
元
年
８
月
１
９
日

 
  
各
運
輸
支
局
長
 
殿

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
四
国
運
輸
局
長
 
 
 
 
 

 
 

自
動
車
検
査
員
教
習
実
施
要
領
に
つ
い
て

 
  
「
指
定
自
動
車
整
備
事
業
関
係
事
務
処
理
要
領
に
つ
い
て
」（

昭
和
６
１
年
１
１
月
２
８
日
付
け
四
運
整
整
第
２
９

１
号
）
第
１
０
条
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
員
教
習
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
６
年
度
以
降
、
別
添
「
自
動
車
検
査
員

教
習
実
施
要
領
」
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
了
知
願
い
ま
す
。

 
 
な
お
、「

自
動
車
検
査
員
教
習
の
実
施
細
目
に
つ
い
て
」（

平
成
６
年
１
２
月
１
６
日
付
け
四
運
整
整
第
２
６
４

号
）
は
、
平
成
１
６
年
３
月
３
１
日
限
り
廃
止
し
ま
す
。

 
 
ま
た
、
四
国
自
動
車
整
備
振
興
会
連
合
会
会
長
に
対
し
、
別
添
の
と
お
り
通
知
し
た
の
で
申
し
添
え
ま
す
。

 
  別
添

 
自
動
車
検
査
員
教
習
実
施
要
領

 
 １
．
実
施
回
数
及
び
受
講
人
数
 ～

 ２
．
実
施
計
画
の
公
示
 
略
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ３
．
教
習
受
講
者
の
資
格
要
件
等
 
 
 
 

 
 
教
習
の
受
講
申
込
者
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別
添
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新
 

旧
 

 (
１
) 
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
６
２
条
の
２
の
２
第
１
項
第
７
号
の
整
備

主
任
者
（
同
号
イ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
事
業
場
の
整
備
主
任
者
に
限
り
、
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定

の
み
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
と
し
て
教
習
開
始
日
の
前
日
に
お
い
て
１
年
以
上
（
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の

技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
６
月
以
上
）
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
 

 
 
 
な
お
、
教
習
受
講
申
込
者
は
、
直
近
の
整
備
主
任
者
研
修
（
法
令
研
修
）
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
。
 

  (
２
) 
～
 （

３
）
 
略
 

 ４
．
教
習
受
講
の
申
込
 ～

 ８
．
教
習
修
了
証
書
及
び
教
習
修
了
証
明
書
 
略
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
附
 則

 （
平
成
２
３
年
５
月
２
６
日
 四

運
技
整
第
５
９
号
）
 

本
改
正
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
員
再
教
習
は
、
平
成
２
３
年
７
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
自
動
車
検
査
員
の
違

反
に
適
用
す
る
。
 

  
附
 則

（
平
成
２
７
年
１
月
２
９
日
 四

運
技
整
第
２
９
７
号
) 

本
改
正
規
定
は
、
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

  
附
 則

（
令
和
２
年
５
月
２
５
日
 四

運
技
整
第
８
５
号
) 

本
改
正
規
定
は
、
改
正
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

た
だ
し
、
３
．
（
１
）
な
お
書
き
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 別
表
１
 ～

 別
表
３
 
略
 

 

 (
１
) 
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
６
２
条
の
２
の
２
第
１
項
第
５
号
の
整
備

主
任
者
（
二
級
自
動
車
シ
ャ
シ
整
備
士
の
技
能
検
定
の
み
に
合
格
し
た
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
教
習
開
始
日
の

前
日
に
お
い
て
１
年
以
上
（
一
級
の
自
動
車
整
備
士
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
６
月
以
上
）
の

実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
 

 
 
 
な
お
、
教
習
受
講
申
込
者
で
、
直
近
の
整
備
主
任
者
研
修
（
法
令
研
修
）
時
に
選
任
さ
れ
て
い
た
者
は
当
該
研

修
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
。
 

 (
２
) 
～
 （

３
）
 
略
 

 ４
．
教
習
受
講
の
申
込
 ～

 ８
．
教
習
修
了
証
書
及
び
教
習
修
了
証
明
書
 
略
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
附
 則

 （
平
成
２
３
年
５
月
２
６
日
 四

運
技
整
第
５
９
号
）
 

本
改
正
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
員
再
教
習
は
、
平
成
２
３
年
７
月
１
日
以
降
に
行
わ
れ
た
自
動
車
検
査
員
の
違

反
に
適
用
す
る
。
 

  
附
 則

（
平
成
２
７
年
１
月
２
９
日
 四

運
技
整
第
２
９
７
号
) 

本
改
正
規
定
は
、
平
成
２
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

      別
表
１
 ～

 別
表
３
 
略
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新
 

旧
 

 

第
２
号
様
式
 ～

 第
１
０
号
様
式
 
略
 

 

 第
２
号
様
式
 ～

 第
１
０
号
様
式
 
略
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